
イフジ産業株式会社
（証券コード：2924）

第49期
定時株主総会
招集ご通知

新型コロナウイルスの感染拡大防止の観点から、
本総会におきましては、極力、書面により事前に
議決権を行使いただき、当日のご来場をお控えい
ただきますよう強くお願い申し上げます。
詳細につきましては次頁以降をご覧ください。
なお、お土産はご用意いたしておりません。

開催日時
2021年６月25日（金曜日）

午前10時（開場 午前９時30分）

開催場所

当社本店 会議室
福岡県糟屋郡粕屋町戸原東二丁目１番29号

※本総会は当社本店において開催いたしますので、
お間違いのないようご注意ください。
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証券コード 2924
2021年６月７日

　

株 主 各 位
福岡県糟屋郡粕屋町戸原東二丁目１番29号

イフジ産業株式会社
代表取締役社長 藤 井 宗 徳

第49期定時株主総会招集ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。
さて、当社第49期定時株主総会を下記のとおり開催いたしますのでご通知申し上げます。
今般の新型コロナウイルス感染拡大の状況に鑑み、慎重に検討いたしました結果、本株主総会

におきましては、感染防止策を徹底した上で開催させていただくことといたしました。
恐れ入りますが、株主の皆様におかれましては、感染拡大防止の観点から、極力、書面により

事前の議決権行使をいただき、株主様の健康状態にかかわらず、当日のご来場をお控えいただき
ますよう強くお願い申し上げます。後記株主総会参考書類をご検討くださいまして、同封の議決
権行使書用紙に賛否をご表示いただき、2021年６月24日（木曜日）午後５時30分までに到着
するようご返送いただきたく、お願い申し上げます。

敬 具

記

１．日 時 2021年６月25日（金曜日）午前10時 （開場 午前９時30分）
２．場 所 福岡県糟屋郡粕屋町戸原東二丁目１番29号

当社本店 会議室
（本総会は、当社本店において開催いたしますので、お間違いのないようご注
意ください。また、ご用意できる席数に限りがございますため、入場をお断り
する場合がございます。予めご了承のほどお願い申し上げます。）
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３．目的事項
報告事項 １．第49期（2020年４月１日から2021年３月31日まで）事業報告の内容、連結計算

書類の内容並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
２．第49期（2020年４月１日から2021年３月31日まで）計算書類の内容報告の件

決議事項
第１号議案 剰余金処分の件
第２号議案 取締役７名選任の件
第３号議案 監査役３名選任の件
第４号議案 補欠監査役１名選任の件

以 上
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
【株主様へのお願い】
◎本総会におきましては、新型コロナウイルス感染拡大防止のため開催時間を短縮する観点か
ら、報告事項、決議事項等の詳細な説明はやむを得ず省略させていただく場合がございます。
株主様におかれましては、事前に本招集ご通知にお目通しいただきますようお願い申し上げま
す。
◎本総会は、マスクの着用や消毒液の配置等、感染防止策を実施した上で開催いたします。ご来
場の株主様におかれましても、ご体調を確認いただくとともに、マスクの持参・着用をお願い
申し上げます。
◎受付時に検温をさせていただき、発熱があると認められる方、体調不良と思われる方等につき
ましては、入場をお断りし、お帰りいただく場合がございます。何とぞご了承いただきますよ
うお願い申し上げます。
◎以上の状況に鑑み、本総会におけるお土産はご用意いたしておりません。何とぞご了承いただ
きたく存じます。
◎当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますよ
うお願い申し上げます。また、資源節約のため、この「招集ご通知」をご持参くださいますよ
うお願い申し上げます。
◎本招集ご通知に際して提供すべき書類のうち、次の事項につきましては、法令及び定款の規定
に基づき当社ウェブサイト（http://www.ifuji.co.jp）に掲載しておりますので、本招集ご通
知には掲載しておりません。
（1）連結株主資本等変動計算書 （2）連結計算書類の連結注記表
（3）株主資本等変動計算書 （4）計算書類の個別注記表
なお、本招集ご通知の添付書類に記載されている連結計算書類及び計算書類は、会計監査人及
び監査役が会計監査報告及び監査報告の作成に際して監査した書類の一部です。
◎株主総会参考書類及び添付書類に修正が生じた場合は、当社ウェブサイト
（http://www.ifuji.co.jp）に掲載いたします。
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（添付書類）
事 業 報 告
(20202021

年
年
４
３
月
月
１
31
日から
日まで)

１．企業集団の現況に関する事項
（1）事業の経過及びその成果

当期におけるわが国経済は、新型コロナウイルスの感染拡大により厳しい状況が続く中、
緊急事態宣言解除後は段階的に経済活動が再開され持ち直しの動きが見られたものの、感染
の再拡大により先行き不透明な状況となっております。
食品業界におきましては、新型コロナウイルス感染拡大防止のための外出自粛要請や休業

要請、営業時間短縮等により外食等の需要が減少する一方で、中食・内食の需要が増加する
など、食に対する需要が大きく変化いたしました。また、鶏卵業界では鳥インフルエンザの
大規模な発生が全国的に見られたことから、鶏卵の需給動向の先行きが懸念されます。
このような状況の中、当社グループの当期の連結売上高は、前期に比べ3.4％減の13,825

百万円となりました。
一方、損益につきましては、連結営業利益は同27.6％増の1,184百万円、連結経常利益は

同27.2％増の1,210百万円、親会社株主に帰属する当期純利益は同35.2％増の830百万円と
なり、いずれも最高益を前期に引き続き更新し、連結営業利益と連結経常利益は７期連続の
増益を達成いたしました。
セグメントごとの業績を示すと、次のとおりです。

① 鶏卵関連事業
当セグメントにおきましては、主要な商品である液卵製品の販売単価及び原料の仕入単価

が、鶏卵相場に連動して変動するものが多く、鶏卵相場が高く推移した場合は製品販売単
価・原料仕入単価ともに高く推移し、鶏卵相場が低く推移した場合は製品販売単価・原料仕
入単価ともに低く推移する傾向にあるため、製品販売単価と原料仕入単価の差益を一定額以
上確保するとともに、販売数量の確保により利益が最大となるよう努めております。
当セグメントにおける業績の重要な指標である販売数量は、前期に比べ0.8％増となりま

した。これは主に、新型コロナウイルス感染症の影響による土産菓子向け・外食向け等の需
要の落ち込みはあったものの、これをカバーするため新規取引先の獲得に努め、また、外出
自粛や休業要請等に伴う「巣ごもり消費」としての冷凍食品等の内食向けが増加したことに
よるものです。
売上高につきましては、鶏卵相場（全農東京Ｍサイズ基準値）が6.4％低下したことに伴

い、これに連動する販売単価も低下した影響が大きく、液卵売上高は前期に比べ3.1％減の
11,747百万円となりました。また、加工品売上高は同11.6％減の469百万円、その他売上
高は同7.6％減の480百万円となりました。この結果、当セグメント合計の売上高は同3.7％
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減の12,696百万円となりました。
セグメント利益につきましては、販売数量確保のための新規取引先の獲得及び既存取引先

における新たな需要の開拓、購買施策の多様化による材料費の低減、工場の生産効率の向上
や歩留まりの向上による製造コストの削減等、業績を向上させるべく様々な施策を講じた結
果、前期に比べ26.6％増の1,140百万円となりました。
② 調味料関連事業
当セグメントの売上高は、既存取引先への販売の減少等により、前期に比べ1.0％減の

1,152百万円となりました。
セグメント利益につきましては、お客様と連携した棚卸廃棄ロスの低減及び購買施策の多

様化による材料費の低減、またテレワークの拡大に伴う出張抑制等による販売費及び一般管
理費の減少等により、同91.7％増の30百万円となりました。
③ その他
当セグメントは太陽光発電であり、売上高は前期に比べ3.0％増の24百万円となり、セグ

メント利益は同16.6％増の14百万円となりました。

（2）当社の事業所別売上高
（単位：百万円）

　

前 期 構 成 比 当 期 構 成 比 前期比増減

関 東 事 業 部 5,734 43.4％ 5,566 43.8％ △168

関 西 事 業 部 3,070 23.3％ 2,840 22.3％ △230

福 岡 事 業 部 2,620 19.8％ 2,549 20.0％ △70

名 古 屋 事 業 部 1,753 13.3％ 1,741 13.7％ △12

小 計 13,178 99.8％ 12,696 99.8％ △481

太 陽 光 発 電 22 0.2％ 23 0.2％ 1

合 計 13,201 100.0％ 12,720 100.0％ △480

（3）設備投資の状況
当社グループにおいて当期中に実施した設備投資総額は、217百万円となりました。これ

は主に、鶏卵関連事業における液卵製造設備の更新182百万円等によるものです。

（4）資金調達の状況
当期においては、金融機関からの借入により200百万円を調達いたしました。
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（5）財産及び損益の状況
① 企業集団の財産及び損益の状況の推移

　

区 分 第 46 期
（2018年３月期）

第 47 期
（2019年３月期）

第 48 期
（2020年３月期）

第49期（当期）
（2021年３月期）

売 上 高（百万円） 14,396 13,711 14,312 13,825

経 常 利 益（百万円） 710 828 951 1,210
親会社株主に帰属
す る 当 期 純 利 益（百万円） 555 552 614 830

１株当たり当期純利益（円） 66.67 66.28 75.20 101.63

総 資 産（百万円） 10,972 10,710 10,448 11,038

純 資 産（百万円） 5,294 5,702 6,032 6,723

１ 株 当 たり純資産額（円） 635.58 684.63 740.93 822.03

（注）1. 第49期（当期）の状況につきましては、前記（1）「事業の経過及びその成果」に記載のとおりです。
　 2. 「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」（企業会計基準第28号 平成30年２月16日）を第47期か

ら適用しており、第46期に係る財産及び損益の状況については、当該会計基準を遡及適用した後の数
値を記載しております。

② 当社の財産及び損益の状況の推移
　

区 分 第 46 期
(2018年３月期)

第 47 期
(2019年３月期)

第 48 期
(2020年３月期)

第49期（当期）
(2021年３月期)

売 上 高（百万円） 13,268 12,527 13,201 12,720

経 常 利 益（百万円） 691 804 958 1,197

当 期 純 利 益（百万円） 543 538 631 806

１株当たり当期純利益（円） 65.27 64.62 77.27 98.76

総 資 産（百万円） 10,217 9,965 9,700 10,280

純 資 産（百万円） 4,807 5,202 5,548 6,216

１ 株 当 たり純資産額（円） 577.19 624.57 681.56 760.06

（注）「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」（企業会計基準第28号 平成30年２月16日）を第47期から適
用しており、第46期に係る財産及び損益の状況については、当該会計基準を遡及適用した後の数値を記載
しております。
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（6）対処すべき課題
当社は、良質な製品とサービスを安定的・継続的に供給して「食のインフラ」を構築し、

お客様のニーズに応えていくことを使命としております。この使命を確実に果たすため、新
型コロナウイルス感染症による食の需要の変化に対しても積極的な拡販により対応しており
ます。鳥インフルエンザの流行に伴う鶏卵の需給逼迫の懸念に対しても、仕入拠点や仕入手
段の拡大と多様化に努め、対処してまいります。
また、品質保証体制の強化や社員の知識とスキルの向上に取り組み、品質の一層の向上を

図ってまいります。
さらに、ＡＩやＩｏＴ等を活用して生産性を高めるとともに、大きく変化する経営環境の

中で持続的に成長するための人財育成に注力してまいります。
調味料関連事業につきましては、購買施策の多様化、在庫管理の徹底、マーケティングの

強化を図るとともに、製菓・製パンメーカーへ販路を拡大して鶏卵関連事業とのシナジー効
果を高め、収益の改善に注力してまいります。

株主の皆様におかれましては、一層のご理解とご支援を賜りますようお願い申し上げま
す。

（7）重要な子会社の状況
　

名 称 本店所在地 資本金 主要な事業内容 議決権の
所有割合

日本化工食品株式会社 福岡県糟屋郡粕屋町 95百万円 業務用粉体調味料及び顆粒調
味料等の製造販売 100.0％

（注）特定完全子会社に該当する子会社はありません。

（8）主要な事業内容
鶏卵関連事業……液卵及び卵加工品の製造及び仕入販売
調味料関連事業…業務用粉体調味料及び顆粒調味料等の製造販売

（9）事業所
① 当社
本 社（福岡県糟屋郡粕屋町）
福岡事業部（福岡県糟屋郡粕屋町）
関西事業部（京都府綴喜郡井手町）
名古屋事業部（愛知県安城市）
関東事業部（茨城県水戸市）
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② 日本化工食品株式会社
本 社
千 葉 工 場

（東京都中央区） （登記上の本店所在地 福岡県糟屋郡粕屋町）
（千葉県市原市）

（10）従業員の状況
① 企業集団の従業員の状況

　

従 業 員 数 前期末比増減

150名 ４名減
　

（注）1．従業員数には、臨時従業員の期中平均雇用人数（334名）を含んでおりません。
　 2．臨時従業員には、パートタイム従業員及びアルバイトを含み、派遣社員を除いております。

② 当社の従業員の状況
　

従 業 員 数 前期末比増減 平 均 年 齢 平均勤続年数

117名 １名減 39歳６ヵ月 13年３ヵ月
　

（注）1．従業員数には、臨時従業員の期中平均雇用人数（314名）を含んでおりません。
　 2．臨時従業員には、パートタイム従業員及びアルバイトを含み、派遣社員を除いております。

（11）借入先の状況
　

借 入 先 借 入 金 残 高

株 式 会 社 福 岡 銀 行 1,308百万円

三 井 住 友 信 託 銀 行 株 式 会 社 274

株 式 会 社 み ず ほ 銀 行 200

株 式 会 社 日 本 政 策 金 融 公 庫 132

株 式 会 社 京 都 銀 行 130

株 式 会 社 日 本 政 策 投 資 銀 行 75

株 式 会 社 三 井 住 友 銀 行 40
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２．会社の株式に関する事項
（1）発行可能株式総数 16,792,000株
（2）発行済株式の総数 8,178,759株（自己株式 166,611株を除く）

（注）2020年７月22日に自己株式を38,000株処分いたしました。
（3）株 主 数 5,700名
（4）大 株 主

　

株 主 名 持 株 数 持 株 比 率

藤 井 宗 徳 1,193,810株 14.60％

宇 髙 紫 乃 702,960 8.59

宇 髙 真 一 403,000 4.93

宇 髙 和 真 400,300 4.89

株 式 会 社 福 岡 銀 行 394,850 4.83

藤 井 将 徳 362,550 4.43

宇 髙 悠 真 267,400 3.27

藤 井 智 徳 256,810 3.14

藤 井 德 夫 241,375 2.95

藤 井 泰 子 219,765 2.69
　

（注）持株比率は、自己株式を控除して算出し、小数点以下第３位を四捨五入しております。

（5）当期中に職務執行の対価として役員に交付した株式の状況
社外取締役を除く当社取締役全員（５名）に対し、譲渡制限付株式報酬として、計

38,000株を１株当たり812円で交付いたしました。

2021年05月21日 20時04分 $FOLDER; 9ページ （Tess 1.50(64) 20200401(on201812)_02）



9

３．会社役員に関する事項
（1）取締役及び監査役の状況（2021年３月31日現在）

　

地 位 氏 名 担当及び重要な兼職の状況

取締役創業者会長 藤 井 德 夫 日本化工食品株式会社代表取締役会長兼社長

代表取締役社長 藤 井 宗 徳

常 務 取 締 役 池 田 賢次郎 関東事業部長
東日本（関東事業部・名古屋事業部）担当

取 締 役 原 敬 経営企画部長
総務部担当

取 締 役 見 島 正 文 購買統轄部長
西日本（関西事業部・福岡事業部）担当

取 締 役 川 原 正 孝 株式会社ふくや代表取締役会長

取 締 役 中 川 正 裕

常 勤 監 査 役 髙 宮 哲 郎

監 査 役 近 藤 隆 志

監 査 役 酒 井 善 浩 株式会社ビッグモーター社外監査役
　

（注）1．取締役川原正孝氏及び中川正裕氏は、会社法第２条第15号に定める社外取締役であり、東京証券取引
所の定めに基づく独立役員として同取引所に届け出ております。

　 2．監査役髙宮哲郎氏、近藤隆志氏及び酒井善浩氏は、いずれも会社法第２条第16号に定める社外監査役
であり、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として同取引所に届け出ております。

　 3．監査役酒井善浩氏は、中小企業診断士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を
有しております。

　 4．日本化工食品株式会社は、当社が株式の100％を保有する連結子会社です。
　 5．山村正幸氏は、2020年６月25日開催の第48期定時株主総会終結の時をもって任期満了により退任い

たしました。

（2）責任限定契約の内容の概要
当社と各社外取締役及び各社外監査役は、会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第

423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。
その契約内容の概要は、次のとおりです。
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・社外取締役及び社外監査役が任務を怠ったことによって当社に損害賠償責任を負う場合
は、会社法第425条第１項の最低責任限度額を限度としてその責任を負う。

・上記の責任限定は、社外取締役及び社外監査役がその責任の原因となった職務の遂行につ
いて善意でかつ重大な過失がないときに限り認められるものとする。

（3）役員等賠償責任保険契約の内容の概要
当社は会社法第430条の３第１項の規定に基づき、役員等賠償責任保険契約を保険会社と

の間で締結し、被保険者が当社役員としての業務につき行った行為に起因して、被保険者に
対し損害賠償請求がなされた場合の損害賠償金及び争訟費用を填補することとしておりま
す。ただし、被保険者が違法に利益または便宜を得たこと、法令等に違反することを認識し
ながら行った行為に起因する損害は填補されないなど、一定の免責事由があります。
当該役員等賠償責任保険契約の被保険者は当社取締役及び監査役であり、全ての被保険者

について、その保険料を全額当社が負担しております。

（4）当期に係る取締役及び監査役の報酬等
①取締役及び監査役の個人別の報酬等の決定方針に関する事項
取締役報酬については、役員報酬規程において、透明性・客観性を備えた設計とし、か

つ、具体的基準を定め、適切なプロセスを経て決定される仕組みとしております。
また、取締役会の任意の諮問機関として、独立社外取締役が委員長となる指名・報酬諮問

委員会を設置しており、独立かつ客観的な立場から、報酬体系及び個人別の額の決定に関す
る方針やその妥当性について十分に審議し、取締役会に答申します。取締役会では、この答
申内容を尊重し、株主総会で承認された取締役報酬総額の範囲内で、個人別の報酬額を決定
しております。
取締役の報酬等は、固定報酬と変動報酬で構成しており、固定報酬については、個々の役

位等に基づき決定しております。業績に連動する変動報酬は、持続的成長と長期的な企業価
値向上に向けた健全なインセンティブとして機能するよう、短期インセンティブ報酬として
賞与、中長期インセンティブとして株式報酬としており、固定報酬の額に対し一定の範囲内
で変動するものとし、業績・役位等に応じ適切な割合で決定しております。変動報酬の額の
算定においては、業績指標として、公表した数値であり収益性を示す基準として明確である
こと、当社の持続的成長にとって重要な指標であることから、連結経常利益を用いており、
役位等に基づく基準額に前期の連結経常利益達成度係数を乗じて算出します。連結経常利益
の実績の推移は、「１．（5）財産及び損益の状況の推移」に記載のとおりです。
監査役報酬については、株主総会で承認された監査役報酬総額の範囲内で、監査役の協議

により決定しております。
なお、社外取締役及び監査役の報酬は、固定報酬のみとしており、業績により変動する要

素はありません。
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②取締役及び監査役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項
取締役の金銭報酬の限度額は、2012年６月27日開催の第40期定時株主総会決議により年

額300百万円以内（使用人兼務取締役の使用人分給与を除く）と定めております。当該総会
決議に係る取締役の員数は６名です。
また、上記金銭報酬とは別に、2020年６月25日開催の第48期定時株主総会決議に基づ

き、年80,000株を上限として社外取締役を除く取締役を対象に譲渡制限付株式報酬を導入
しており、そのための金銭報酬債権として年額60百万円以内（社外取締役を除く）を支給す
ることとしております。当該総会決議に係る取締役の員数は５名であり、当期において支給
した当該株式報酬については、「２．（5）当期中に職務執行の対価として役員に交付した株
式の状況」に記載のとおりです。
また、監査役の金銭報酬の限度額は、2006年６月27日開催の第34期定時株主総会決議に

より、年額50百万円以内と定めております。当該総会決議に係る監査役の員数は３名です。

③取締役の個人別の報酬等の内容の決定に係る委任に関する事項
取締役の個人別の報酬等については、株主総会で決議された報酬総額の範囲内で、社外取

締役が委員長を務める指名・報酬諮問委員会において決定方針等を審議し、その答申内容を
受けて取締役会の決議により決定されていることから、取締役会はその内容が決定方針に沿
うものであると判断しております。

④取締役及び監査役の報酬等の総額

区 分 報酬等の総額
（百万円）

報酬等の種類別の総額（百万円）
対象人数

基本報酬 業績連動
報酬等

非金銭
報酬等

取締役
（うち社外取締役）

201
(7)

124
(4)

45
(―)

23
(―)

８名
(３名)

監査役
（うち社外監査役）

7
(7)

7
(7) ― ― ３名

(３名)
（注）1．上記のほか、使用人兼務取締役の使用人給与相当15百万円を支給しております。

2．非金銭報酬等として、社外取締役を除く取締役に対して譲渡制限付株式報酬を支給しております。
3．非金銭報酬等の額は、譲渡制限付株式報酬として当期中に費用計上した額を記載しております。
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（5）社外役員に関する事項
①重要な兼職先と当社との関係
川原正孝氏は、株式会社ふくやの代表取締役会長を兼職しております。当社は株式会社ふ

くやに対して当社製品を販売しておりますが、その取引額は年額50万円未満と僅少であり、
またその取引条件は通常の取引先と同様です。
酒井善浩氏は、株式会社ビッグモーターの社外監査役を兼職しております。当社と株式会

社ビッグモーターとの間には、特別な関係はありません。

②当期における主な活動状況
　

区 分 氏 名 主な活動状況

社外取締役 川 原 正 孝 当期開催の取締役会13回の全てに出席し、議案審議等について、経験
豊富な経営者の観点から有用な意見、助言を述べました。

社外取締役 中 川 正 裕
取締役に就任後、当期開催の取締役会10回全てに出席し、議案審議に
ついて、経験豊富な経営者の観点から有用な意見、助言を述べまし
た。

社外監査役 髙 宮 哲 郎
当期開催の取締役会13回の全て及び監査役会13回の全てに出席する
とともに、事業部門及び子会社への往査を行い、常勤監査役として当
社の経営上有用な指摘、意見を述べました。

社外監査役 近 藤 隆 志 当期開催の取締役会13回の全て及び監査役会13回の全てに出席し、
監査役として当社の経営上有用な指摘、意見を述べました。

社外監査役 酒 井 善 浩
当期開催の取締役会13回の全て及び監査役会13回の全てに出席し、
主に経理及び財務に関する観点から、当社の経営上有用な指摘、意見
を述べました。

②社外取締役が果たすことが期待される役割に関して行った職務の概要
川原正孝氏及び中川正裕氏は、独立性の高い社外取締役であり、客観的な立場から、経営

効率向上のための助言に加え、経営全般に関する監督の役割を果たしております。
また、川原正孝氏は取締役会の諮問機関である指名・報酬諮問委員会の委員長として、中

川正裕氏は同委員会の委員として、当社取締役の指名、報酬等の決定に関する客観性の強化
に寄与しております。
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４．会計監査人の状況
（1）会計監査人の名称

有限責任監査法人トーマツ

（2）当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額
　

支 払 額

①当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額 25百万円

②当社及び子会社が会計監査人に支払うべき金銭その他財産上の利益の合計額 25百万円
　

（注）1．当社と会計監査人との間の監査契約においては、会社法に基づく監査と金融商品取引法に基づく監査
の監査報酬の額を区分していないことから、上記の金額には金融商品取引法に基づく監査の報酬等の
額を含めて記載しております。

　 2．監査役会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、監査計
画における監査時間及び監査報酬の推移並びに過年度の監査計画と実績の状況を確認し、報酬額の見
積りの妥当性を検討した結果、会計監査人の報酬等につき、会社法第399条第１項の同意を行ってお
ります。

（3）非監査業務の内容
該当事項はありません。

（4）会計監査人の解任または不再任の決定の方針
当社では、会計監査人が職務上の義務に違反し、または職務を怠り、もしくは会計監査人

としてふさわしくない非行があるなど、当社の会計監査人であることにつき当社にとって重
大な支障があると判断した場合には、監査役会が会社法第340条の規定により会計監査人を
解任いたします。また、そのほか会計監査人が職務を適切に遂行することが困難であると認
められる場合、または監査の適正性をより高めるために会計監査人の変更が妥当であると判
断される場合には、監査役会は、会計監査人の選任及び解任並びに会計監査人を再任しない
ことに関する議案の内容を決定いたします。
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５．業務の適正を確保するための体制
当社は、取締役会において、業務の適正を確保するための体制（内部統制システム）の整

備について、以下のとおり決議しております。

(1) 事業運営の基本方針
当社の経営活動の根幹をなす「経営理念」は以下のとおりとする。
【経営理念】

わが社は、高い倫理観を保ち、浮利を追わず、質実剛健と先憂後楽の社風
を確立して、社業の発展に努め、以って、取引先、従業員並びに株主に対す
る企業責任を全うし、社会に貢献することを旨とする

(2) 当社並びに子会社の取締役及び使用人の職務の執行が法令・定款に適合することを確保
するための体制
①当社並びに子会社の取締役及び使用人が、法令・定款・当社の経営理念及び社会規範に
準拠した行動を取るためにコンプライアンス規程を定めている。また、「企業活動の基本
方針と行動指針 ～私たちの行動基準～」を制定し、その活動を統括する組織として、
代表取締役社長直轄のリスクマネジメント・コンプライアンス委員会を設置し、当社グ
ループ全体が高い倫理観を維持・向上するよう積極的に取り組む。
②代表取締役社長直轄の内部監査室が当社及び子会社の事業に関する法令・定款等の遵守
状況について定期的な監査を行い、その結果を同委員会に報告するものとし、必要な場
合は、本社及び各事業部並びに子会社に是正等を命じる。
③当社及び子会社は、社会の一員として、市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的
勢力及び団体とは一切関係を持たず、毅然とした態度で対応する。

(3) 当社の取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
①取締役は、その職務の執行に係る情報については、法令及び当社の文書管理規程、文書
整理及び保存規程、個人情報保護規程に基づき、これを適切に保存し、管理する。また、
財務報告の信頼性の確保については、経理規程、連結計算書類及び連結財務諸表作成規
程をはじめとする各種規程に基づき適切に行う。
②取締役及び監査役は、いつでもこれらの情報を閲覧できる。
(4) 当社及び子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
①リスク管理に関する体制を整備するため、代表取締役社長直轄のリスクマネジメント・
コンプライアンス委員会を組織し、当社グループ全体のリスク管理を行う。
②同委員会の下部組織として、営業、製造、購買、経営、子会社の各部会を設置し、部会
ごとに配置されたリスクマネジメント推進者を中心として、現状の問題点や将来発生が
予測されるリスクについて分析・評価を行い、優先順位を明確にして対策を策定する。
③各部会の構成員は、それぞれの所属する事業部または子会社において日常のリスク管理
や業務を通してリスクの教育研修活動を行う。
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④内部監査室は、各部門等におけるリスク管理の状況について定期的に監査を実施し、そ
の結果を同委員会に報告し、同委員会は必要に応じて是正勧告を行う。
⑤鳥インフルエンザや食品安全上の事故、新型コロナウイルス感染症等の疫病の発生に備
え、供給責任を継続的に果たすため、危機管理マニュアル等に基づき、各事業部の連携
を強化し、予防体制を構築する。

(5) 当社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
①当社の取締役会は、原則として毎月１回開催するほか、必要に応じ適宜開催し、経営に
関する重要事項を決定する。また、各取締役は担当業務に関する執行状況を取締役会に
おいて報告する。
②当社の取締役は、取締役会規程等の社内規則に基づく職務権限及び意思決定のルールに
よりその職務の役割分担、責任・権限を明確にし、適正かつ効率的に職務執行を行う。

(6) 当社及び子会社からなる企業集団における業務の適正を確保するための体制
①当社は、子会社の自主性及び独立性を尊重しつつ、子会社に関する管理基準を関係会社
管理規程に定め、企業集団の業務の適正化に努める。
②子会社の経営については、当社取締役または幹部社員を取締役として派遣し、事業内容
の定期的な報告や重要案件については事前協議を行うなど、当社の業務方針に沿った業
務執行を行うとともに、業務執行を監督する。
③当社グループは、規模・事業特性に応じた内部統制システムを構築し、その適切な運用
により財務報告の信頼性を確保する。

(7) 当社の監査役がその補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関
する事項、並びに当該使用人の取締役からの独立性に関する事項及び当該使用人に対する
指示の実効性の確保に関する事項
①監査役が監査役会の運営事務その他の職務の執行につき補助すべき使用人の設置を求め
たときは、監査役と協議の上で使用人を配置する。
②監査役を補助すべき使用人は、監査役会に所属し、取締役の指揮命令に服さないものと
し、指揮命令権は監査役が有する。
③監査役を補助すべき使用人の人事に関する事項については、事前に監査役会の同意を得
るものとする。

(8) 当社の監査役への報告に関する体制及び報告をした者が当該報告をしたことを理由とし
て不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
①当社グループの取締役及び使用人は、業務執行に関して重大な法令・定款違反もしくは
不正行為の事実、または当社グループに著しい損害を及ぼす恐れのある事実を知ったと
きは、直ちに監査役に報告する。
②監査役は、必要に応じて随時、取締役及び使用人から報告または情報の提供を受け、会
議の資料や記録の閲覧等を行うことができるものとし、取締役及び使用人は、これに迅
速・適切に対応する。
③当社は、監査役に報告を行った者に対し、当該報告を行ったことを理由として不利な取
扱いを一切行わないものとする。
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(9) 当社の監査役の職務の遂行について生じる費用等の処理に係る方針に関する事項
当社は、監査役の職務の遂行によって生じる費用及び債務並びにそれらの処理につい

て、当該費用が当該監査役の職務の遂行に必要でないと認められた場合を除き、速やか
に支払うものとする。

(10) その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
①代表取締役社長は、監査役と定期的な会合を持ち、業務報告とは別に会社運営に関する
意見交換を行うなど、意思の疎通を図る。
②監査役は、取締役会のほか、取締役の重要な職務執行を審議する会議に出席することが
できる。

６．業務の適正を確保するための体制の運用状況
当期における業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要は、次のとおりです。

（1）法令遵守への取組み状況
当社グループの「企業活動の基本方針と行動指針～私たちの行動基準～」の冊子及び

その内容を抜粋した携行用カードを作成し、当社及び子会社の全役員及び従業員に所持
させるとともに、コンプライアンス研修を年２回定期的に開催するなど、コンプライア
ンス意識の向上に努めております。
また、社外に公益通報者通報窓口を設け、通報者に不利益が生じないよう留意しつつ、

不正行為等の早期発見に努めております。
（2）重要な会議の開催状況

当期においては取締役会を13回開催し、経営に関する重要な意思決定を行い、また、
部長職等で構成する事業部長会議を12回開催し、業務執行状況の確認を行いました。
常勤監査役はこれらの会議に常時出席し、取締役の職務執行の監査を行っております。

（3）取締役会の実効性評価
取締役会の実効性と透明性を高め、企業価値を向上することを目的として、取締役会

実効性評価を実施しております。当期におけるその概要は以下のとおりです。
①全取締役・監査役に対し、取締役会の実効性に関する全25項目の無記名方式による質問
票を配付し、回答を得ました。
②回答内容に基づき取締役会で議論した結果、当社の取締役会の実効性は総じて確保され
ていると分析・評価いたしました。取締役会の規模や構成、運営状況、実際の議論の状
況等は概ね適切であり、十分な議論の場として充実を重ねていると判断しております。
一方で、充実した審議ができるよう、資料の事前検討時間の十分な確保、社内取締役の
積極的な審議参加等につき、建設的な意見が提示されました。
③今後の対応としましては、今回の評価プロセスの中で各取締役・監査役から提示された
多様な意見を踏まえ、継続的に取締役会全体の実効性の向上に取り組んでまいります。

2021年05月21日 20時04分 $FOLDER; 17ページ （Tess 1.50(64) 20200401(on201812)_02）



17

（4）損失の危険の管理
リスクマネジメント・コンプライアンス委員会規程に基づき、当期においてはリスク

マネジメント・コンプライアンス委員会を12回開催し、全社的な観点から、部会ごとの
リスクマップ作成を含めたリスク管理を行い、新型コロナウイルス感染症や鳥インフル
エンザに関する対策等を実施するとともに、各部会の取組みの進捗管理を行ってその内
容を定期的に取締役会に報告するなど、損失の危険の管理の強化に努めました。

（5）監査役の監査
当期においては監査役会を13回開催し、監査方針等の協議決定及び監査結果報告を行

いました。監査役は、取締役会やその他重要な会議に出席し随時意見を述べたほか、内
部監査室や会計監査人と相互連携し、監査の実効性確保に努めております。また、監査
役は、代表取締役及び社外監査役と監査内容等について定期的に意見交換を行っており
ます。

（6) 反社会的勢力排除の取組み状況
取引先との契約書等には反社会的勢力排除条項を明記することとしているほか、警察

当局、弁護士、福岡県企業防衛協議会など外部の団体等とも緊密な連携を取っておりま
す。

７．会社の支配に関する基本方針
該当事項はありません。

８．剰余金の配当等の決定に関する方針
当社グループは、株主の皆様に対する適切な利益還元を経営上の重要課題と位置づけてお

ります。また、当社の属する液卵業界において競争力を強化し、市場シェアの拡大と収益の
持続的な向上を図っていくためには、製造設備、研究開発等への積極的な投資が必要である
と考えております。
株主の皆様に対する利益還元の基本方針としましては、経営体質の強化や今後の事業展開
を勘案した内部留保にも留意しつつ、連結決算ベースの目標配当性向を25％～30％とし、
中間配当及び期末配当の年２回お支払いすることとしております。
当期の配当につきましては、中間配当は１株当たり10円を実施し、期末配当は１株当たり

14円を予定しております。
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連 結 貸 借 対 照 表
　

（2021年３月31日現在）
（単位：百万円）

　

資 産 の 部 負 債 の 部
科 目 金 額 科 目 金 額

流 動 資 産 6,221 流 動 負 債 2,556
現 金 及 び 預 金 2,966 支払手形及び買掛金 672
受取手形及び売掛金 2,223 短 期 借 入 金 1,002
商 品 及 び 製 品 713 未 払 法 人 税 等 270
仕 掛 品 49 未 払 消 費 税 等 20
原 材 料 及 び 貯 蔵 品 241 賞 与 引 当 金 74
そ の 他 31 そ の 他 515
貸 倒 引 当 金 △5 固 定 負 債 1,758

固 定 資 産 4,817 長 期 借 入 金 1,158
有 形 固 定 資 産 4,662 長 期 未 払 金 562
建 物 及 び 構 築 物 1,786 繰 延 税 金 負 債 11
機械装置及び運搬具 916 そ の 他 26
土 地 1,915
そ の 他 43
無 形 固 定 資 産 5 負 債 合 計 4,315
投資その他の資産 150 純 資 産 の 部
投 資 有 価 証 券 130 株 主 資 本 6,675
そ の 他 23 資 本 金 455
貸 倒 引 当 金 △4 資 本 剰 余 金 372

利 益 剰 余 金 5,954
自 己 株 式 △107

その他の包括利益累計額 47
その他有価証券評価差額金 47

純 資 産 合 計 6,723
資 産 合 計 11,038 負 債 ・ 純 資 産 合 計 11,038

　

（注） 百万円未満の端数は切り捨てて表示しております。
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連 結 損 益 計 算 書
(20202021

年
年
４
３
月
月
１
31
日から
日まで)

（単位：百万円）
　

科 目 金 額
売 上 高 13,825
売 上 原 価 10,592
売 上 総 利 益 3,233
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 2,048
営 業 利 益 1,184
営 業 外 収 益
受 取 利 息 0
受 取 配 当 金 2
受 取 賃 貸 料 24
そ の 他 8 35

営 業 外 費 用
支 払 利 息 9 9
経 常 利 益 1,210
特 別 利 益
受 取 保 険 金 12
そ の 他 9 21

特 別 損 失
固 定 資 産 除 売 却 損 2
投 資 有 価 証 券 評 価 損 19 21
税 金 等 調 整 前 当 期 純 利 益 1,210
法人税、住民税及び事業税 401
法 人 税 等 調 整 額 △21 380
当 期 純 利 益 830
親会社株主に帰属する当期純利益 830

　

（注） 百万円未満の端数は切り捨てて表示しております。
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貸 借 対 照 表
　

（2021年３月31日現在）
（単位：百万円）

　

資 産 の 部 負 債 の 部
科 目 金 額 科 目 金 額

流 動 資 産 5,557 流 動 負 債 2,308
現 金 及 び 預 金 2,740 買 掛 金 485
受 取 手 形 95 短 期 借 入 金 1,002
売 掛 金 1,850 未 払 金 4
商 品 及 び 製 品 629 未 払 法 人 税 等 265
仕 掛 品 22 未 払 消 費 税 等 16
原 材 料 及 び 貯 蔵 品 194 未 払 費 用 456
前 払 費 用 25 預 り 金 13
そ の 他 2 賞 与 引 当 金 63
貸 倒 引 当 金 △3 そ の 他 2

固 定 資 産 4,723 固 定 負 債 1,755
有 形 固 定 資 産 4,332 長 期 借 入 金 1,157
建 物 1,645 長 期 未 払 金 562
機 械 及 び 装 置 853 繰 延 税 金 負 債 8
車 両 運 搬 具 2 そ の 他 26
工 具、 器 具 及 び 備 品 32 負 債 合 計 4,064
土 地 1,798 純 資 産 の 部
無 形 固 定 資 産 4 株 主 資 本 6,168
ソ フ ト ウ ェ ア 1 資 本 金 455
電 話 加 入 権 3 資 本 剰 余 金 372
投資その他の資産 386 資 本 準 備 金 366
投 資 有 価 証 券 130 そ の 他 資 本 剰 余 金 6
関 係 会 社 株 式 240 利 益 剰 余 金 5,447
出 資 金 0 利 益 準 備 金 40
差 入 保 証 金 5 そ の 他 利 益 剰 余 金 5,407
長 期 前 払 費 用 8 固定資産圧縮積立金 135
そ の 他 5 別 途 積 立 金 3,800
貸 倒 引 当 金 △4 繰 越 利 益 剰 余 金 1,472

自 己 株 式 △107
評価・換算差額等 47
その他有価証券評価差額金 47
純 資 産 合 計 6,216

資 産 合 計 10,280 負 債 ・ 純 資 産 合 計 10,280
　

（注） 百万円未満の端数は切り捨てて表示しております。
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損 益 計 算 書
(20202021

年
年
４
３
月
月
１
31
日から
日まで)

（単位：百万円）
　

科 目 金 額
売 上 高 12,720
売 上 原 価 9,647
売 上 総 利 益 3,073
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 1,918
営 業 利 益 1,154
営 業 外 収 益
受 取 利 息 0
受 取 配 当 金 2
業 務 受 託 料 18
受 取 賃 貸 料 24
そ の 他 8 52

営 業 外 費 用
支 払 利 息 9 9
経 常 利 益 1,197
特 別 損 失
固 定 資 産 除 売 却 損 2
投 資 有 価 証 券 評 価 損 19 21
税 引 前 当 期 純 利 益 1,175
法人税、住民税及び事業税 397
法 人 税 等 調 整 額 △28 368
当 期 純 利 益 806

　

（注） 百万円未満の端数は切り捨てて表示しております。
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連結計算書類に係る会計監査人の監査報告書 謄本
　

独立監査人の監査報告書
2021年５月14日

イ フ ジ 産 業 株 式 会 社
取 締 役 会 御 中

有限責任監査法人 ト ー マ ツ

　 福 岡 事 務 所

指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 寺 田 篤 芳 ㊞
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 吉 田 秀 敏 ㊞

監査意見
当監査法人は、会社法第444条第4項の規定に基づき、イフジ産業株式会社の2020年4月1日から2021年3

月31日までの連結会計年度の連結計算書類、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変
動計算書及び連結注記表について監査を行った。
当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠

して、イフジ産業株式会社及び連結子会社からなる企業集団の当該連結計算書類に係る期間の財産及び損益の
状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基

準における当監査法人の責任は、「連結計算書類の監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法
人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人
としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証
拠を入手したと判断している。

連結計算書類に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結計算書類を作成
し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結計算書類を作成し適
正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
連結計算書類を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結計算書類を作成することが適切

であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に
関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視すること
にある。
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連結計算書類の監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結計算書類に不正又は誤謬による重要

な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結計算書類に
対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計
すると、連結計算書類の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断
される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的

専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応し
た監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基
礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・ 連結計算書類の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人
は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統
制を検討する。

・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積り
の合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・ 経営者が継続企業を前提として連結計算書類を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監
査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性
が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報
告書において連結計算書類の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結計算書類
の注記事項が適切でない場合は、連結計算書類に対して除外事項付意見を表明することが求められている。
監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企
業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・ 連結計算書類の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準
拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結計算書類の表示、構成及び内容、並びに連
結計算書類が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

・ 連結計算書類に対する意見を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な
監査証拠を入手する。監査人は、連結計算書類の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。
監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した

内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項につい
て報告を行う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守し

たこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減する
ためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。

利害関係
会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害

関係はない。
以 上
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計算書類に係る会計監査人の監査報告書 謄本
　

独立監査人の監査報告書
2021年５月14日

イ フ ジ 産 業 株 式 会 社
取 締 役 会 御 中

有限責任監査法人 ト ー マ ツ

　 福 岡 事 務 所

指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 寺 田 篤 芳 ㊞
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 吉 田 秀 敏 ㊞

監査意見
当監査法人は、会社法第436条第2項第1号の規定に基づき、イフジ産業株式会社の2020年4月1日から

2021年3月31日までの第49期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計
算書及び個別注記表並びにその附属明細書（以下「計算書類等」という。）について監査を行った。
当監査法人は、上記の計算書類等が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
て、当該計算書類等に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと
認める。

監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基

準における当監査法人の責任は、「計算書類等の監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人
は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の
倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判
断している。

計算書類等に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計算書類等を作成

し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計算書類等を作成し適正
に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
計算書類等を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき計算書類等を作成することが適切であ

るかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関す
る事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視するこ

とにある。
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計算書類等の監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての計算書類等に不正又は誤謬による重要な

虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から計算書類等に対す
る意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計する
と、計算書類等の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断され
る。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的

専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応し
た監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基
礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・ 計算書類等の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、
リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を
検討する。

・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積り
の合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・ 経営者が継続企業を前提として計算書類等を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査
証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が
認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告
書において計算書類等の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する計算書類等の注記
事項が適切でない場合は、計算書類等に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人
の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継
続企業として存続できなくなる可能性がある。

・ 計算書類等の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠
しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた計算書類等の表示、構成及び内容、並びに計算書
類等が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した

内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項につい
て報告を行う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守し

たこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減する
ためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。

利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上
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監査役会の監査報告書 謄本
　

監 査 報 告 書
当監査役会は、2020年４月１日から2021年３月31日までの第49期事業年度の取締役の職務の執行に関し

て、各監査役が作成した監査報告書に基づき、審議の上、本監査報告書を作成し、以下のとおり報告いたしま
す。

１．監査役及び監査役会の監査の方法及びその内容
(1)監査役会は、監査の方針、職務の分担等を定め、各監査役から監査の実施状況及び結果について報告を受け
るほか、取締役等及び会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め
ました。

(2)各監査役は、監査役会が定めた監査役監査の基準に準拠し、監査の方針、職務の分担等に従い、取締役、内
部監査部門その他の使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、以
下の方法で監査を実施しました。
①取締役会その他重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行状況について報告を受け、
必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本社及び主要な事業所において業務及び財産の状
況を調査いたしました。また、子会社については、子会社の取締役及び監査役等と意思疎通及び情報の交
換を図り、必要に応じて子会社から事業の報告を受けました。

②事業報告に記載されている取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その
他株式会社及びその子会社からなる企業集団の業務の適正を確保するために必要なものとして会社法施行
規則第100条第１項及び第３項に定める体制の整備に関する取締役会決議の内容及び当該決議に基づき整
備されている体制（内部統制システム）について、取締役及び使用人等からその構築及び運用の状況につ
いて定期的に報告を受け、必要に応じて説明を求め、意見を表明いたしました。
③会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するとともに、会
計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。また、会計監査
人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」(会社計算規則第131条各号に掲げる
事項）を「監査に関する品質管理基準」（平成17年10月28日企業会計審議会）等に従って整備している
旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。

以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書、計算書類 (貸借対照表、損益計算
書、株主資本等変動計算書及び個別注記表）及びその附属明細書並びに連結計算書類（連結貸借対照表、連結
損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表）について検討いたしました。
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２．監査の結果
（1）事業報告等の監査結果
①事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示しているものと認めま
す。
②取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令もしくは定款に違反する重大な事実は認められませ
ん。
③内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認めます。また、当該内部統制システム
に関する事業報告の記載内容及び取締役の職務執行についても、指摘すべき事項は認められません。

（2）計算書類及びその附属明細書の監査結果
会計監査人有限責任監査法人トーマツの監査の方法及び結果は相当であると認めます。

（3）連結計算書類の監査結果
会計監査人有限責任監査法人トーマツの監査の方法及び結果は相当であると認めます。

2021年５月21日
イフジ産業株式会社 監査役会
監査役（常勤） 髙 宮 哲 郎 ㊞
監査役 近 藤 隆 志 ㊞
監査役 酒 井 善 浩 ㊞

（注） 監査役全員は、会社法に定める社外監査役であります。

以 上
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株主総会参考書類
　

議案及び参考事項
　
第１号議案 剰余金処分の件

剰余金の処分につきましては、以下のとおりといたしたいと存じます。
当社は、株主の皆様への適切な利益還元を経営上の重要課題と位置づけてお

り、経営体質の強化や今後の事業展開を勘案した内部留保にも留意して配当金
額を決定しております。
第49期の期末配当金につきましては、当期の業績、今後の事業展開及び内部

留保の状況等を勘案し、以下のとおりといたしたいと存じます。

１．期末配当金について
（１）配当財産の割当てに関する事項及びその総額

当社普通株式１株当たり金14円
総額 114,502,626円
なお、この期末配当金は、前期から３円の増配となります。また、昨年12

月にお支払いした中間配当金と合わせた当期の年間配当金は、１株当たり24
円（前期の年間配当金は１株当たり20円）となります。

（２）剰余金の配当が効力を生じる日（支払開始日）
2021年６月28日

２．その他の剰余金の処分について
（１）増加する剰余金の項目及び額

別途積立金 500,000,000円
（２）減少する剰余金の項目及び額

繰越利益剰余金 500,000,000円
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第２号議案 取締役７名選任の件
本総会終結の時をもって、取締役７名全員は任期満了となりますので、取締

役７名の選任をお願いしたいと存じます。
なお、取締役候補者の指名にあたりましては、取締役会の諮問機関である指

名・報酬諮問委員会への諮問を経た上で決定しております。
取締役候補者は次のとおりです。

候補者
番号 氏 名 当社における地位・担当 取締役会

出 席 率

１ 藤 井 德 夫
ふじ い とく お

再任 取締役創業者会長 100％
(13回中13回)

２ 藤 井 宗 徳
ふじ い むね のり

再任 代表取締役社長
指名・報酬諮問委員会委員

100％
(13回中13回)

３ 池田
いけ だ

賢次郎
けん じ ろう

再任
常務取締役関東事業部長
東日本（関東事業部・名古屋事
業部）担当

100％
(13回中13回)

４ 原 敬
はら たかし

再任 取締役経営企画部長
総務部担当

100％
(13回中13回)

５ 見 島 正 文
み しま まさ ふみ

再任
取締役購買統轄部長
西日本（関西事業部・福岡事業
部）担当

100％
(13回中13回)

６ 川 原 正 孝
かわ はら まさ たか

再任 社外 独立 社外取締役
指名・報酬諮問委員会委員長

100％
(13回中13回)

７ 中 川 正 裕
なか がわ まさ ひろ

再任 社外 独立 社外取締役
指名・報酬諮問委員会委員

100％
(10回中10回)
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候補者
番 号

氏 名
（ 生 年 月 日 ） 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況 所有する当社

の株式の数

１

藤
ふじ
井
い
德
とく
夫
お

（1941年２月13日）

1964年４月 藤井養鶏場創業
1972年10月 当社代表取締役社長
2014年６月 当社取締役会長
2017年６月 当社取締役創業者会長（現任）
2019年８月 日本化工食品株式会社 代表取締役会長兼社

長（現任）

241,375株

【候補者とした理由】
当社創業者として、永年にわたり当社を率いて事業の基盤を構築し、その成長を牽引してまいりま

した。当社の社業に精通しており、グループ経営全般に係る意思決定と経営の監督を適切に遂行でき
る知見や判断力、統率力を有していると判断し、引き続き取締役候補者といたしました。

２

藤
ふじ
井
い
宗
むね
徳
のり

（1975年６月２日）

1999年４月 当社入社
2007年６月 当社取締役
2008年３月 当社常務取締役（営業・購買、経営企画担

当）
2009年11月 当社専務取締役
2009年11月 日本化工食品株式会社 代表取締役社長
2014年６月 当社代表取締役社長（現任）

1,193,810株

【候補者とした理由】
事業部門をはじめ、営業、購買、経営企画部門等の責任者及び子会社社長を歴任し、2014年からは

代表取締役社長として当社グループの発展に貢献してまいりました。グループ経営全般に係る意思決
定と経営の監督を適切に遂行できる知見や判断力、指導力を有していると判断し、引き続き取締役候
補者といたしました。

３

池
いけ
田
だ
賢次郎
けん じ ろう

（1959年３月29日）

1981年４月 当社入社
1996年４月 当社関東事業部長（現任）
1998年６月 当社取締役
1999年４月 当社名古屋事業部長
2003年６月 当社常務取締役（現任）
2019年６月 当社東日本（関東事業部・名古屋事業部）担

当（現任）

39,765株

【候補者とした理由】
関東事業部及び名古屋事業部の責任者を担当し、1998年からは取締役、2003年からは常務取締役

として当社の発展に貢献してまいりました。経営全般に係る意思決定と経営の監督を適切に遂行でき
る知見や経験、判断力を有していると判断し、引き続き取締役候補者といたしました。
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候補者
番 号

氏 名
（ 生 年 月 日 ） 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況 所有する当社

の株式の数

４

原
はら

敬
たかし

（1971年２月４日）

1994年４月 当社入社
2006年３月 当社経営企画室次長
2009年11月 日本化工食品株式会社 取締役工場長
2011年６月 当社取締役総務部長
2019年８月 日本化工食品株式会社 監査役（現任）
2020年４月 当社取締役経営企画部長兼総務部担当(現任)

13,450株

【候補者とした理由】
経営企画部門や子会社の取締役等を担当し、2011年からは当社取締役としてグループの成長とコン

プライアンスの推進に貢献してまいりました。グループ経営全般に係る意思決定と経営の監督を適切
に遂行できる知見や経験、判断力を有していると判断し、引き続き取締役候補者といたしました。

５

見
み
島
しま
正
まさ
文
ふみ

（1957年11月２日）

1982年１月 当社入社
2005年６月 当社営業統轄部長
2011年６月 当社取締役購買統轄部長兼製造統轄部担当
2019年６月 当社取締役購買統轄部長兼西日本（関西事業

部・福岡事業部）担当（現任）

18,600株

【候補者とした理由】
営業、購買、製造部門の責任者を担当し、2011年からは取締役として当社の成長に貢献してまいり

ました。経営全般に係る意思決定と経営の監督を適切に遂行できる知見や経験、判断力を有している
と判断し、引き続き取締役候補者といたしました。

６

川
かわ
原
はら
正
まさ
孝
たか

（1950年３月18日）

1973年４月 株式会社福岡相互銀行（現 株式会社西日本
シティ銀行） 入行

1979年10月 株式会社ふくや 入社
1980年８月 同社取締役統括部長
1986年４月 同社常務取締役
1994年４月 同社代表取締役副社長
1997年１月 同社代表取締役社長
2014年６月 当社取締役（現任）
2017年４月 株式会社ふくや 代表取締役会長（現任）
〈重要な兼職の状況〉
株式会社ふくや 代表取締役会長

50,000株

【候補者とした理由及び社外取締役として期待される役割の概要】
永年にわたり、福岡県を代表する食品会社の経営トップを務めるなど、企業経営に関する豊富な経

験と高い見識を有しておられます。当社の経営を監督し経営全般に対する助言をいただき、コーポレ
ート・ガバナンスの強化に寄与していただくため、引き続き社外取締役候補者といたしました。その
実務経験を活かし、企業価値向上のため経営の監督と助言を行っていただくとともに、指名・報酬諮
問委員会の委員長として、当社取締役の指名、報酬等の決定に関する客観性の強化に寄与していただ
くことを期待しております。
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候補者
番 号

氏 名
（ 生 年 月 日 ） 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況 所有する当社

の株式の数

７

中
なか
川
がわ
正
まさ
裕
ひろ

（1949年７月27日）

1973年４月 株式会社日本興業銀行（現 株式会社みずほ
銀行） 入行

2000年11月 九州電力株式会社 入社
2007年６月 同社執行役員長崎支店長
2010年６月 九電ビジネスソリューションズ株式会社 代

表取締役社長
2014年６月 一般社団法人九州経済連合会 専務理事
2017年６月 同法人 顧問（現任）
2020年６月 当社取締役（現任）

1,000株

【候補者とした理由及び社外取締役として期待される役割の概要】
銀行・事業会社等、幅広い業種の企業経営や経済団体への参画に基づく豊富な経験と高い見識を有

しておられます。経営者としての視点から、当社の経営全般に対する助言をいただき、コーポレー
ト・ガバナンスの強化に寄与していただくため、引き続き社外取締役候補者といたしました。その実
務経験を活かし、企業価値の向上のための経営の監督と助言を行っていただくとともに、指名・報酬
諮問委員会の委員として、当社取締役の指名、報酬等の決定に関する客観性の強化に寄与していただ
くことを期待しております。

（注）1．各候補者と当社の間に、特別の利害関係はありません。
なお、川原正孝氏が代表取締役を務める株式会社ふくやと当社の間には当社製品売買の取引があり

ますが、その額は50万円未満と僅少であり、社外取締役として制約を受けることなく業務を遂行でき
ると判断しております。

　 2．川原正孝氏及び中川正裕氏は、社外取締役候補者です。当社は両氏を、東京証券取引所の定めるとこ
ろに基づき、独立役員として届け出ております。両氏が選任された場合、当社は引き続き両氏を独立
役員とする予定です。

　 3．当社は、川原正孝氏及び中川正裕氏との間で、会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条
第１項の損害賠償責任を法令が規定する額を限度とする責任限定契約を締結しております。両氏が選
任された場合、当社は両氏との間で当該契約を継続する予定です。

　 4．当社は、会社法第430条の３第１項の規定に基づき、役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締
結し、被保険者が当社役員としての業務につき行った行為に起因して、被保険者に対し損害賠償請求
がなされた場合の損害賠償金及び争訟費用を填補することとしております。各候補者は、当該保険契
約の被保険者となります。

　 5．川原正孝氏及び中川正裕氏は、いずれも、過去10年間において、当社または当社の特定関係事業者
（子会社・主要な取引先）の業務執行者及び役員となったことはありません。
両氏は、いずれも、当社または当社の特定関係事業者の業務執行者及び役員と三親等以内の親族関

係はありません。
両氏は、いずれも、過去２年間において、当社または当社の特定関係事業者から、取締役、執行役、

監査役その他これらに類する者としての報酬等を除き、多額の金銭その他の財産を受けたことはなく、
また、これらを受ける予定はありません。
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　 6．川原正孝氏及び中川正裕氏の社外取締役としての在任期間は、本総会終結の時をもって、それぞれ７
年及び１年となります。

　 7．川原正孝氏は取締役会の諮問機関である指名・報酬諮問委員会の委員長であり、藤井宗徳氏及び中川
正裕氏は同委員会の委員です。各氏が選任された場合、当社は各氏をそれぞれ引き続き同委員会の委
員長及び委員とする予定です。
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第３号議案 監査役３名選任の件
本総会終結の時をもって、監査役３名全員は任期満了となりますので、監査

役３名の選任をお願いしたいと存じます。
なお、本議案につきましては、監査役会の同意を得ております。
監査役候補者は次のとおりです。

候補者
番 号 氏 名 当社に

おける地位
取締役会
出 席 率

監査役会
出 席 率

１ 髙 宮 哲 郎
たか みや てつ ろう

再任 社外 独立 常勤監査役
社外監査役

100％
(13回中13回)

100％
(13回中13回)

２ 近 藤 隆 志
こん どう たか し

再任 社外 独立 社外監査役 100％
(13回中13回)

100％
(13回中13回)

３ 渡 邊 明 治
わた なべ あき はる

新任 社外 独立
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候補者
番 号

氏 名
（ 生 年 月 日 ） 略歴、地位及び重要な兼職の状況 所有する当社

の株式の数

１

髙
たか
宮
みや
哲
てつ
郎
ろう

（1945年２月８日）

1968年４月 株式会社西日本相互銀行（現 株式会社西日
本シティ銀行） 入行

1998年６月 同行資金証券部長
1999年６月 前田証券株式会社（現 ＦＦＧ証券株式会社）

出向 常務取締役法人本部長 兼 法人部長
2002年６月 同社専務取締役法人部担当 兼 法人部長
2008年６月 同社専務取締役退任
2009年６月 当社常勤監査役（現任）

0株

【候補者とした理由】
銀行や証券会社における豊富な経験と高い見識を有しておられます。その経験と見識を当社の監査

体制やコンプライアンスの強化に活かしていただくため、引き続き社外監査役候補者といたしました。

２

近
こん
藤
どう
隆
たか
志
し

（1949年８月７日）

1974年９月 九州松下電器株式会社（現 パナソニックシ
ステムソリューションズジャパン株式会社）
入社

1998年６月 同社取締役システム通信事業部長
2008年４月 同社専務取締役調達Ｇ・ロジスティクスＧ担

当
2009年３月 同社専務取締役退任
2010年６月 当社監査役（現任）

5,000株

【候補者とした理由】
大手電機会社において専務取締役を務めた経験を有しておられます。その豊富な経験と高い見識に

基づき、当社の経営全般に対して助言をいただくため、引き続き社外監査役候補者といたしました。
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候補者
番 号

氏 名
（ 生 年 月 日 ） 略歴、地位及び重要な兼職の状況 所 有 す る

当社の株式数

３

渡
わた
邊
なべ
明
あき
治
はる

（1948年５月８日）

1971年４月 株式会社西日本相互銀行（現 株式会社西日
本シティ銀行） 入行

1995年10月 同行国際部次長 兼 宮崎国際業務室長
1996年７月 同行本店営業部次長
2002年２月 株式会社西銀経営情報サービス（現 株式会

社ＮＣＢリサーチ＆コンサルティング） 出
向 部長

2004年４月 財団法人西日本銀行国際財団（現 公益財団
法人西日本国際財団） 事務局長

2009年４月 香蘭女子短期大学 非常勤講師（金融論・銀
行論）（現任）

0株

【候補者とした理由】
銀行や経営コンサルティング会社等での業務経験に加え、教育機関で金融論等の教鞭を取るなど、

幅広い知見を有しておられます。その経験と高い見識を当社の監査体制やコンプライアンスの強化に
活かしていただくため、社外監査役候補者といたしました。

（注）1．各候補者と当社との間に、特別の利害関係はありません。
　 2．髙宮哲郎氏、近藤隆志氏及び渡邊明治氏は、社外監査役候補者です。当社は髙宮哲郎氏及び近藤隆志

氏を、東京証券取引所の定めるところに基づき、独立役員として届け出ております。両氏が選任され
た場合、当社は引き続き両氏を独立役員とする予定です。また、渡邊明治氏につきましても、独立役
員として届け出る予定です。

　 3．当社は、髙宮哲郎氏及び近藤隆志氏との間で、会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条
第１項の損害賠償責任を法令が規定する額を限度とする責任限定契約を締結しております。両氏が選
任された場合、当社は両氏との間で本契約を継続する予定です。また、渡邊明治氏が選任された場合、
同様の責任限定契約を締結する予定です。

　 4．当社は、会社法第430条の３第１項の規定に基づき、役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締
結し、被保険者が当社役員としての業務につき行った行為に起因して、被保険者に対し損害賠償請求
がなされた場合の損害賠償金及び争訟費用を填補することとしております。各候補者は、当該保険契
約の被保険者となります。

　 5．髙宮哲郎氏、近藤隆志氏及び渡邊明治氏は、いずれも、過去10年間において、当社または当社の特定
関係事業者（子会社・主要な取引先）の業務執行者及び役員となったことはありません。
各氏は、いずれも、当社または当社の特定関係事業者の業務執行者及び役員と三親等以内の親族関

係はありません。
各氏は、いずれも、過去２年間において、当社または当社の特定関係事業者から、監査役としての

報酬等を除き、多額の金銭その他の財産を受けたことはなく、また、これらを受ける予定はありませ
ん。

　 6．髙宮哲郎氏及び近藤隆志氏の監査役としての在任期間は、本総会終結の時をもって、それぞれ12年及
び11年となります。
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第４号議案 補欠監査役１名選任の件
現在の補欠監査役選任の効力は、本総会の開始の時までとなっておりますの

で、改めて、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、あらか
じめ補欠監査役１名の選任をお願いしたいと存じます。
なお、本議案による選任の効力は、当社定款に基づき、選任後４年以内に終

了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の開始の時までとし、
また、就任前に限り、監査役会の同意の上、取締役会の決議により取り消すこ
とができるものといたします。
本議案につきましては、監査役会の同意を得ております。

氏 名
（ 生 年 月 日 ） 略歴、地位及び重要な兼職の状況 所 有 す る

当社株式の数

越
お
智
ち
春
はる
男
お

（1956年11月25日）

1991年11月 当社入社
2000年６月 当社総務部総務課長
2004年３月 当社福岡事業部営業グループ課長
2011年６月 当社内部監査室長（現任）

3,225株

【候補者とした理由】
当社の総務部門、事業部門での業務経験に加え、内部監査の責任者としての業務経験を有しております。そ

の豊富な知見を当社の監査体制強化に活かすため補欠監査役候補者といたしました。
（注）1．候補者と当社との間に、特別の利害関係はありません。
　 2．越智春男氏が監査役に就任した場合には、当社は同氏との間で、会社法第427条第１項の規定に基づ

き、同法第423条第１項の損害賠償責任を法令が規定する額を限度とする責任限定契約を締結する予
定です。

　 3．当社は、会社法第430条の３第１項の規定に基づき、役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締
結し、被保険者が当社役員としての業務につき行った行為に起因して、被保険者に対し損害賠償請求
がなされた場合の損害賠償金及び争訟費用を填補することとしております。越智春男氏が監査役に就
任した場合、同氏は当該保険契約の被保険者となります。

以 上
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〈メ モ 欄〉
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多々良川

九
州
自
動
車
道

福岡魁誠高

粕屋町役場

伊賀駅

原町駅

JR博多駅へ

市内へ

JR福北ゆたか線

Ｊ
Ｒ
香
椎
線

香椎駅へ

宇美駅へ

長者原駅

イフジ産業

粕屋東中

粕屋ランプ

福岡IC

大川小

粕屋中央小

飯塚へ

篠栗へ

市内へ

古賀ICへ

太宰府
ICへ

大川小前

三角田

長戸

長者原

福岡
都市
高速

国道
201
号

県道607号

見やすく読みまちがえにくい
ユニバーサルデザインフォントを
採用しています。

株主総会会場ご案内図
会場 福岡県糟屋郡粕屋町戸原東二丁目１番29号

当社本店 会議室
TEL 092-938-4561（代表）

交通手段のご案内
ＪＲ福北ゆたか線・ＪＲ香椎線 ＪＲ香椎線
「長者原駅」下車 徒歩約12分 「伊賀駅」下車 徒歩約10分
※天神方面より行先番号310番の西鉄バスは、「長戸バス停」８時20分頃着以降、16時台まで
ございませんのでご注意ください。

※駐車場の用意がございませんので、お車でのご来場はご遠慮くださいますようお願い申し上
げます。
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